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福
島
県
た
め
池
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
で
は
、
令
和
８
年
１
月
22

日
、

福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
に
お
い

て
「
た
め
池
整
備
に
係
る
技
術
研
修

会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
本
研
修
会

に
は
、
県
内
の
た
め
池
整
備
に
携
わ

る
県
・
市
町
村
・
土
地
改
良
区
の
担

当
者
54

名
が
参
加
し
ま
し
た
。
講
師

に
は
、
Ｎ
Ｔ
Ｃ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
株

式
会
社
東
北
支
社
技
術
部
課
長
運
天

元
気
氏
を
お
迎
え
し
、
た
め
池
改
修

の
設
計
方
針
や
対
策
工
の
考
え
方
、

さ
ら
に
た
め
池
廃
止
工
事
の
計
画
・

設
計
・
施
工
管
理
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ

い
て
、
実
務
に
即
し
た
内
容
を
ご
講

義
い
た
だ
き
ま
し
た
。
（
写
真
１
）

研
修
の
主
な
テ
ー
マ

今
回
の
研
修
で
は
、
た
め
池
整

備
に
お
け
る
①
改
修
設
計
、
②
廃

止
工
事
の
設
計
、
③
施
工
の
三
つ

を
柱
に
講
義
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

調
査
結
果
を
踏
ま
え
た
改
修
方
針

の
整
理
か
ら
、
廃
止
工
事
の
具
体

的
な
設
計
手
法
、
さ
ら
に
施
工
段

階
で
の
留
意
点
ま
で
、
一
連
の
流

れ
に
沿
っ
て
解
説
が
あ
り
ま
し
た
。

改
修
設
計
の
基
本
的
な
考
え
方

改
修
設
計
で
は
、
ま
ず
た
め
池
の

症
状
や
課
題
を
整
理
し
、
そ
れ
に
応

じ
た
対
策
工
を
検
討
す
る
こ
と
が
基

本
と
な
り
ま
す
。
研
修
で
は
、
余
裕

高
不
足
へ
の
対
応
、
堤
体
の
安
定
性

の
確
保
、
浸
潤
線
対
策
、
漏
水
対
策

な
ど
、
た
め
池
に
生
じ
る
代
表
的
な

課
題
と
そ
の
対
策
の
考
え
方
に
つ
い

て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
設

計
洪
水
量
の
設
定
方
法
や
堤
体
断
面

の
検
討
手
順
、
耐
震
性
能
照
査
の
流

れ
な
ど
、
改
修
設
計
を
進
め
る
う
え

で
の
基
本
事
項
に
つ
い
て
も
解
説
が

あ
り
ま
し
た
。
特
に
、
使
用
す
る
材

料
（
土
質
）
の
決
定
が
断
面
検
討
に

大
き
く
影
響
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
、

用
土
計
画
を
早
い
段
階
で
整
理
す
る

こ
と
の
重
要
性
が
改
め
て
共
有
さ
れ

ま
し
た
。

た
め
池
整
備
の
技
術
研
修
会
の
開
催

―

計
画
・設
計
・施
工
と
廃
止
工
事 ―

（写真１）研修会の様子
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施
工
段
階
で
の
留
意
点

た
め
池
整
備
は
、
計
画
・

設
計
・
施
工
の
各
段
階
が
連
携
し
て

進
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
安
全
性
が
確

保
さ
れ
ま
す
。
た
め
池
の
改
修
・
廃

止
に
関
す
る
ご
相
談
は
、
当
セ
ン

タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

た
め
池
廃
止
工
事
の
設
計
ポ
イ
ン
ト

た
め
池
廃
止
工
事
に
は
、
堤
体
開
削
工
法
、
暗
渠
工
法
、

埋
立
工
法
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
複
合
工
法
が

あ
り
ま
す
。
（
資
料
１
）
研
修
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
法
の

特
徴
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

設
計
に
あ
た
っ
て
は
、
排

水
先
水
路
へ
の
接
続
方
法
や

残
留
水
の
処
理
、
法
面
勾
配

の
設
定
、
誘
導
水
路
お
よ
び

下
流
接
続
水
路
の
計
画
な
ど

を
総
合
的
に
検
討
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
廃
止
後
は
雨

水
が
直
接
下
流
へ
流
れ
る
こ

と
に
な
る
た
め
、
下
流
域
へ

の
影
響
を
十
分
に
確
認
す
る

こ
と
が
重
要
で
す
。
既
設
水

路
の
流
下
能
力
を
踏
ま
え
た

計
画
と
す
る
こ
と
の
必
要
性

に
つ
い
て
も
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。

（資料１）廃止ため池の主な工法（研修資料より抜粋）

ま
と
め

施
工
段
階
で
は
、
設
計
で
定
め
た

条
件
を
現
場
で
確
実
に
確
保
す
る
こ

と
が
重
要
で
す
。
具
体
的
に
は
、
掘

削
時
の
地
盤
確
認
や
、
盛
土
材
料
の

含
水
比
の
管
理
、
転
圧
回
数
や
施
工

方
法
の
確
認
、
品
質
管
理
試
験
の
実

施
な
ど
、
基
本
的
な
管
理
を
丁
寧
に

行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

設
計
は
調
査
結
果
を
も
と
に
作
成
さ

れ
て
い
る
た
め
、
現
場
で
想
定
と
異

な
る
状
況
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
都
度
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。
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